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建築 GX･DX推進事業の代表事業者等の登録開始について（周知依頼） 

 

 

 日頃より、建築行政の推進にご理解ご協力を賜りありがとうございます。 

以前より周知のご協力を頂戴しておりました、建築 GX･DX推進事業※1について、こ

の度、代表事業者等※2の登録が開始いたしましたので、貴団体におかれましては、貴

団体所属の関係する事業者、団体及び建築士に、本事業について周知して頂きますよ

うお願い申し上げます。 

代表事業者等の登録日以後の費用が補助対象となりますので、本事業の活用にあた

っては、まずは代表事業者等の登録が必要です。補助対象経費等事業の詳細について

は添付のチラシをご参照ください。 

 

※１ 建築 GX･DX推進事業：建築物の LCAの実施による LCCO2削減の推進（GX）と建築 BIM

の普及拡大による生産性向上の推進（DX）を一体的・総合的に支援し、取組を加速化

させるため、一定の要件を満たす建築物を整備するプロジェクトにおいて、複数の事

業者が連携して建築 BIM データの作成等を行う場合または建築物の LCA 算定を行う

場合に、その設計費及び建設工事費または LCA 算定に係る費用に対して国が民間事

業者等に補助を行うものです。 

※２ 代表事業者等：BIM活用型に掲げる事業にあっては、本補助事業の活用を希望する設

計もしくは施工を行う事業者の代表事業者、LCA実施型に掲げる事業にあっては、本

補助事業の活用を希望する発注者又は設計もしくは施工を行う事業者です。（LCA 算

定のみを行う場合も、事業者登録が必要です。） 

 

以上 


